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富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、富士市（以下「市」という。）の事業活動に起因する温室効果ガス排出量の削減を

図るため、富士中央配水池へＰＰＡにより太陽光発電設備等を導入する事業の受託者を特定するに

当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

⑴ 事業名称 富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ） 

⑵ 事業場所 別添「富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）仕様書」のとおり 

⑶ 事業内容 別添「富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）仕様書」のとおり 

⑷ 事業期間 別添「富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）仕様書」のとおり 

⑸ 事業費用 

  電気料金単価（消費税及び地方消費税含む）及び電力供給予定数量を提案すること。 

⑹ 市補助金 

本事業では環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）を活用し、太

陽光発電設備の整備に要した費用の一部について、市から事業者に対して補助金（整備費用の 

１／２、交付限度額：令和７年度 ６，３６４千円）を支払う予定である。 

 

３ 選定方法 公募型プロポーザル方式 

 

４ 担当課（問合せ先） 

  郵便番号 ４１７-８６０１ 静岡県富士市永田町１丁目１００番地 

富士市環境部環境総務課脱炭素推進担当 

電話番号 ０５４５-５５-２９０１（直通） 

ＦＡＸ番号 ０５４５-５１-０５２２ 

メールアドレス ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp 

 

５ 参加資格 

⑴ 令和７年度富士市競争入札参加資格審査登録者であること。なお、優先交渉権者を特定する期

日までに登録が完了していることを条件に、登録がある者とみなす。 

⑵ 単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者（共同事業者を構成する法人は、単

独で応募することができない。また、他の応募している共同事業者の構成員となることもできな

い。）であること。なお、共同事業者の場合は、代表構成員を 1者選定すること。 

⑶ 日本国内に本社又は営業所等の事業拠点を有し、専門技術者等の十分な業務遂行能力及び適切

な執行体制を有している法人であること。 

⑷ 企画提案書に基づく太陽光発電事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有する

こと。 
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⑸ 本事業と類似するＰＰＡによる太陽光発電設備の事業履行実績（ＰＣＳ出力３０ｋＷ以上かつ

現在、稼働中の施設）として、令和２年４月１日以降において実績を有すること。 

⑹ 本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。 

ア 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による一級建築士 

イ 第一種、第二種または第三種電気主任技術者 

⑺ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

⑻ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続

開始の申立てをしていない者及びこれらの申立てがなされていない者であること。 

⑼ プロポーザル参加表明書等の提出期限の日までに、「富士市工事請負契約等に係る指名停止等

措置要領」又は「富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止の措置

を受けていない者であること。 

⑽ プロポーザル参加表明書等の提出期限の日において、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第

28 条第３項又は同条第５項の規定による営業停止処分（富士市において当該案件に応じた建設

工事業の営業ができないものに限る。）を受けていないこと。 

⑾ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑿ 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以

下同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない

者をいう。以下同じ。）であると認められる者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

エ 役員等が直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められ

る者 

オ 前各項目に規定するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有している

と認められる者 
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６ 公募開始から契約締結までの日程（予定） 

本プロポーザルによる受託者特定までの日程は、次のとおりとする。なお、日程は都合により変

更する場合がある。 

 項目 日程 

１ 実施要領等の公表 令和７年６月２日（月） 市ウェブサイトに掲載 

２ 質問書提出期限 令和７年６月９日（月） 電子メールで 

３ 質問回答の公表 令和７年６月 13日（金） 市ウェブサイトに掲載 

４ 
参加表明書及び参加資格 

確認書類提出期限 

令和７年６月 18日（水） 直接持参または郵送で 

５ 参加資格確認結果通知 令和７年６月 20日（金） 

６ 現場確認 令和７年７月１日（火）～令和７年７月７日（月） 

７ 企画提案書等提出期限 令和７年７月 18日（金） 

８ 
プレゼンテーション及び 

ヒアリング 

令和７年７月 25日（金） 

９ 
優先交渉権者の特定等結果 

通知 

令和７年８月上旬～中旬 

10 協定締結 令和７年８月～９月 

11 ＰＰＡ契約締結 令和７年度中 

 

７ 本事業に係る質問の受付及び回答 

本事業に係る質問及び回答については、下記のとおりとする。 

⑴ 受付期間 令和７年６月２日（月）から令和７年６月９日（月）まで（最終日は、午後３時ま

でとする。） 

⑵ 受付方法 質問書（様式第１号）に記入の上、電子メールで送付すること。 

また、質問書を送信した場合は、担当課へ電話にてその旨連絡すること。 

なお、電子メール以外での質問は一切受け付けないものとする。 

メールアドレス ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp 

電話番号 ０５４５-５５-２９０１（直通） 

⑶ 質問回答日 令和７年６月 13日（金） 

⑷ 回答方法 富士市ウェブサイトに掲載する。 

⑸ その他 質問に対する回答内容は、富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）プロポー

ザル実施要領の追加又は修正として取り扱うものとする。 

 

８ 参加表明書及び参加資格確認書類の提出 

⑴ 提出期間 令和７年６月２日（月）から令和７年６月 18 日（水）までの午前８時３０分から

午後５時１５分まで（最終日は、午後３時までとする。） 

⑵ 提出先 富士市役所環境部環境総務課（市庁舎 10階） 

⑶ 提出方法 持参（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。） 
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⑷ 提出書類  

 提出書類 
指定 

様式 

代表 

企業 

その他 

企業 

１ プロポーザル参加表明書 
様式 

第２号 
要  

２ 会社概要書 
様式 

第３号 
要 要 

３ 実施体制・役割分担表（共同事業者の場合に提出） 
様式 

第４号 
要  

４ 

類似事業履行実績 

太陽光発電所の建設・運営の実績（令和２年度～令和６年度

の期間で、ＰＣＳ出力30ｋＷ以上かつ現在稼働中の施設） 

様式 

第５号 
要 要 

５ 商業登記簿謄本（写し可。提出日の３か月以内のもの）  要 要 

６ 

財務諸表 

直近２か年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書 

 要  

７ 

納税証明書（写し可。提出日の３か月以内のもの） 

法人市民税、固定資産税、及び国税（「法人税」及び「消費

税及び地方消費税」の「その３」又は「その３の３」）につ

いて 

 要 要 

８ 協定書（共同事業者の場合に提出）  要  

９ 委任状（共同事業者構成員から代表企業への代表権委任）   要 

注１）提出書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。 

注２）提出書類は、情報公開請求の公開対象となります。 

 

９ 参加資格審査結果の通知及び関連資料の配布 

プロポーザル参加表明書、会社概要書、類似業務実績表等で参加資格要件を満たすと認めた参加

表明者については、本プロポーザルの「参加資格者」である旨の結果を令和７年６月 20 日（金）

に参加表明者全員に電子メールで「プロポーザル参加資格確認結果通知書」により通知する。 

なお、参加資格があると認めた参加表明者には、電子データ（ＰＤＦデータ）にて、富士中央配

水池の参考資料（建築図面（設置範囲指定あり）、屋根荷重諸元表、電気設計図面、引込盤単線結

線図、推定消費電力に係る資料）を提供する。 

参加資格者として選定されなかった理由の説明を求める場合、「プロポーザル参加資格確認結果

通知書」を電子メールで送付した翌日から起算して５営業日以内に書面（任意書式）にて行うもの

とし、請求に対する対応は、書面にて回答するものとする。 

 

10 現場確認 

⑴ 日程の通知方法 現場確認の日時は、参加資格があると認めた参加表明者ごとに調整するもの

とし、本要領９参加資格審査結果の電子メールにて併せて連絡する。なお、新築中の施設である



5 

 

ため、完成状態ではないことをご承知おきください。 

⑵ 現場確認期間  令和７年７月１日（火）から令和７年７月７日（月）までの期間で、午前９

時から午後５時まで（正午～午後１時までを除く）の指定した時間とする。なお、現場確認に参

加できるのは１希望者当たり最大５名までとする。 

 

11 企画提案書等の提出 

⑴ 提出期間 令和７年６月 23日（月）から令和７年７月 18日（金）までの午前８時３０分から

午後５時１５分まで（最終日は、午後３時までとする。） 

⑵ 提出先 富士市役所環境部環境総務課（市庁舎 10階） 

⑶ 提出方法 持参（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。） 

⑷ 提出書類 次の書類を正本１部、副本 10部（写し可）として提出すること。 

 提案内容 様式 添付資料等 

１ 企画提案書 任意 

・発電設備の機器配置図を含む設備配置計画図

（縮尺 1/200程度の平面図） 

・発電設備の立面図及び断面図 

・（正本にのみ添付）一級建築士及び電気主任技

術者の資格証の写し 

２ 事業実施計画（概要版） 様式第９号  

注１)提出書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。 

注２)提出書類は、情報公開請求の公開対象となる場合があります。 

注３)添付資料等に示したものが企画提案書の内容として含まれる場合には、別添とする必要はありません。 

 

⑸ 企画提案書の内容 

別紙仕様書を参照のうえ、以下の内容で作成すること。 

ア 実施方針 

  提案の基本方針・概要・設備の平常時のシステム構成図等を記載すること。 

イ 太陽光発電設備容量 

  想定設備容量（太陽光発電設備定格出力（kW）及びパワーコンディショナの最大定格出力

（kW））を検討すること。 

ウ 自家消費電力量及び温室効果ガス排出削減量 

(ｱ) 施設における想定自家消費電力量を検討すること。なお、算出に当たっては、太陽光パ

ネルの劣化等を考慮すること。また、算出根拠として計算式や日射量等の使用データの出

典元等を記載すること。 

(ｲ) 温室効果ガス排出削減量は、施設における 1 年間の総量を算出すること。なお、電力の二

酸化炭素排出量係数は、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（令和７年３月 18 日環境

省・経済産業省公表）で定められている 0.000431t-CO2/kWh（東京電力エナジーパートナー㈱

調整後排出係数）を使用すること。 
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エ 設備設置仕様 

(ｱ) 太陽光発電設備の設置場所、設置方法（架台等）、検討において想定した設備仕様（寸法、

重量等を含む）を記載すること。 

(ｲ) 想定する設置場所での設置方法は、JIS Ｃ8955に定められている荷重（風圧、積雪、地

震等）に耐えうる構造であること。 

オ 事業実施体制図 

カ 工事計画概要（設備導入工程表）、実施体制（本業務に従事予定の総括責任者、担当者、予

定技術者経歴書、資格証の写し等を記載）、事業フロー及び運転期間における維持管理等のス

ケジュール 

キ 運転期間における維持管理・メンテナンス等の計画（定期点検、設備交換計画、遠隔監視の

有無等）、実施体制 

ク 故障、緊急時の対応体制図 

ケ 事業実施中のリスクに対する対策 

 損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等を記載すること。 

コ 事業実施に関する保証 

 設備の導入、運転期間中に設定するすべての保証内容 

サ 代表事業者の経営状況（直近２年間） 

 貸借対照表、経常利益、（又は営業利益率）、流動比率、自己資本比率等 

シ 工事費、運転管理、維持管理のための費用、資金調達を含めた事業資金計画 

ス 類似事業履行実績（様式第５号） 

  太陽光発電所の建設・運営の実績（令和２年度～令和６年度の期間で、ＰＣＳ出力 30ｋＷ

以上かつ現在稼働中の施設）について、５件まで記載すること。また、記載した業務について、

内容が確認できる資料（契約書や仕様書等の写し）を添付すること。 

セ 電気料金の概算単価（PPA単価）、発電設備導入後の電気料金、及び積算内訳書 

(ｱ) 単価は事業期間中一定とし、市より提示した上限単価をもとに提案すること。提案単価

は、消費税及び地方消費税を含む価格で提案すること。 

(ｲ) 電気料金の概算については、運転期間中における自治体の負担として算出すること（運

転期間最長 20年間分の電気料金シミュレーション等を示すこと）。 

(ｳ) 本要領２⑹市補助金に記載のとおり、本事業は交付金を活用することから、工事費等を

対象として事業者に補助金として間接交付されるため、工事費の内訳と併せて間接交付額

を試算すること。なお、見積りに当たっては交付金の要件、補助率、交付上限額等をよく

確認し提案すること。 

(ｴ) 積算内訳書は様式第 10号を使用すること。 

ソ 地域貢献に関する提案【任意】 

  市内業者の活用の提案等があれば示すこと。 

タ その他独自提案【任意】 

 非常時・停電時の利用方法の提案、市の特性を踏まえた独自提案、指定場所以外への設備設

置提案、その他温室効果ガス排出量の削減に有効な独自提案等があれば示すこと。 
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チ 事業終了後の設備の取扱の提案 

  市では事業終了後の設備の取扱について、仕様書４⑵エに記載のとおりの手法を検討してい

る。これに対しての提案を示すこと。また、その他の手法の提案等があれば示すこと。 

 

⑹ 留意事項 

ア 企画提案書の表紙には企画提案書（正本）（様式第６号）及び企画提案書（副本）（様式第７

号）を使用すること。 

イ 企画提案書の作成にあたっては、日本語を使用し、Ａ４判縦置き横書き左綴りで作成し、正

本１部、副本 10部を提出すること。（Ａ３判折込み挿入は可） 

ウ 文字の大きさは、原則として 10.5ポイント以上とすること。 

エ 各様式の一枚目にインデックスを付し、様式ごとに頁（例：「様式第●号」など）を記入す

ること。 

オ 企画提案者名は企画提案書（正本）（様式第６号）のみに記入し、企画提案書（副本）（様式

第７号）には企画提案者名や企画提案者を連想させるロゴマーク等は記載しないこと。 

カ 企画提案書等の著作権はそれぞれの製作者に帰属するが、プロポーザルの実施上必要な場合

は、市で複製を作成する場合がある。 

キ 企画提案書の提出期限以降の書類差し替え、追加及び再提出は認めない。 

ク 企画提案書の内容が不明確な場合には、市から追加資料の提出を依頼することがある。その

際、市が指示する提出期限までに追加資料の提出を行うこと。 

ケ 企画提案書等提出された書類は、富士市情報公開条例等の法令に基づき、公表する場合があ

る。 

コ 企画提案者は、本要領及び仕様書等に記載された内容を承諾の上、応募すること。 

サ 企画提案者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22年法律第 54号)

に抵触する行為を行ってはならない。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、市は契約

の解除等の措置をとることがある。 

 

12 プロポーザル参加辞退届の提出 

参加表明をした者が本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、下記のとおりプロポーザル参加

辞退届（様式第８号）を持参又は郵送にて提出すること。 

⑴ 提出期限 令和７年７月 18日（金）午後３時 

⑵ 提出先 富士市役所環境部環境総務課（市庁舎 10階） 

⑶ 提出方法 持参（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。） 

 

13 プレゼンテーション及びヒアリング 

⑴ 日時 令和７年７月 25日（金）時間と控室は、別途通知する。 

⑵ 実施場所 富士市役所 10階全員協議会室 

⑶ 出席者 出席者は、４人以内とする。 

⑷ 所要時間 提案者からの説明 20分、質疑応答 10分（予定） 
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⑸ その他 

ア 説明は提出資料のみを用い、追加資料の持込みは認めない。 

イ プレゼンテーションに当たって機器（パソコン等）が必要な場合は、企画提案者で用意する

こと。ただし、プロジェクター及びスクリーンは、本市で用意する。 

ウ プレゼンテーション及びヒアリングは、非公開で実施する。 

 

14 評価項目及び評価基準 

企画提案書等に対する評価項目及び評価基準は、下記のとおりとする。 

⑴評価項目 

評価項目 評価の視点 配点 

１ 技術提案

に関する事項 

導入設備の内容 ・技術提案の具体性及び妥当性 5 

・設備容量及び自家消費電力に関する具体

提案 
20 

２ 実施体制 工事遂行能力 ・実施体制、施工スケジュールは適切か 5 

業務遂行能力 ・メンテナンス計画、維持・管理等の実施

体制は適切か 
10 

事業実施中のリスク対応 ・事業実施中に発生するリスクについて、

対応できる提案となっているか 
5 

長期契約における事業継

続性についての保証 

・事業継続を保証できる提案となっている

か 
5 

３ 実績 会社概要 ・財務状況等について、資金調達に問題が

ないか（貸借対照表、経常利益又は営業

利益率、流動比率、自己資本比率等） 

5 

類似実績 ・過去に類似する施工実績があり、問題な

く実施が見込めるか 
5 

４ 電気料金（概算単価） ・電気料金単価の内訳・算出根拠は明確に

示されており、経済性のある価格か 
20 

５ 地域貢献 ・市内業者の活用等の地域貢献はあるか 10 

６ その他の提案 ・その他、事業者独自の有益な提案はある

か 
10 

評価の合計 100 

 

⑵評価基準（評価項目ごとの採点の目安） 

配点 優れている 
やや 

優れている 
普通 

やや 

劣っている 
劣っている 

5点 5 4 3 2 1 

10点 10 8 6 4 2 

20点 20 16 12 8 4 

 

15 審査及び優先交渉権者の特定等 

⑴ 審査方法等 

ア 企画提案書の審査は、富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）審査委員会で行う。 
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イ 提出された企画提案書の内容、プレゼンテーション及びヒアリングにより、審査委員が、本

要領 14 で定める「評価項目及び評価基準」に基づき点数を付け、審査委員全員の合計点が最

も高い企画提案者を優先交渉権者とし、２位の者を次点者として特定する。 

ウ 本要領５に定める「参加資格要件」及び本要領 11 に定める内容を満たさない企画提案書は

失格とする。 

エ 同一点数が２者以上となった場合は、電気料金単価が最も低い企画提案者を上位とし、次点

者についても同様とする。 

オ 適切な提案がない場合（審査委員の評価平均が 55 点未満）には、優先交渉権者として特定

せず、全者において適切な提案がない場合は、プロポーザルの手続きを中止することがある。 

⑵ 審査結果の公表 

ア 企画提案者には、「プロポーザル企画提案書等審査結果通知書」を、令和７年８月上旬～中

旬に電子メールにて送付する。 

イ 審査結果については、優先交渉権者及び次点者を、令和７年８月上旬～中旬に富士市ウェブ

サイトで公表する。 

ウ 審査結果に関する異議申立ては一切受け付けない。 

エ 企画提案者は、審査の経緯及び結果の説明並びに自己の合計点及び順位の開示を求めること

ができる。この場合、「プロポーザル企画提案書等審査結果通知書」を電子メールで送付した

翌日から起算して５営業日以内に書面（任意様式）にて請求するものとし、本市は書面にて回

答する。なお、評価内容の開示は一切行わない。 

 

16 優先交渉権者決定後の手続き 

⑴ 基本協定の締結 

市と優先交渉権者は、本事業に係る事業契約の締結等に向けた基本協定を締結し、両者の義務に

ついて規定するとともに、事業の円滑な実施に必要な諸手続きを定める。基本協定では、少なくと

も下記の項目について規定する。 

ア 基本的合意（企画提案の内容遵守、準備行為の義務） 

イ 事業契約締結への努力義務 

⑵ 次点交渉権者との協議 

ア 優先交渉権者と基本協定又は事業契約が成立しない場合 

  市は、優先交渉権者と基本協定又は事業契約の内容に関する協議が成立しない場合、次点交

渉権者を優先交渉権者とみなして協議を行うことがある。 

イ 事業契約締結までに優先交渉権者が参加資格を欠くに至った場合 

  事業契約締結までに優先交渉権者が本要領５に定める「参加資格要件」を欠くに至った場合

は、次点交渉権者を優先交渉権者とみなして協議を行うことがある。 

⑶ 事業契約の締結 

ア 事業契約書の作成 

  市と優先交渉権者は、本事業に係る事業契約書を作成するものとする。事業契約書の作成に

おいては、市と優先交渉権者間で協議を行うものとする。 
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イ 事業契約内容 

  事業契約書において、事業契約を締結する優先交渉権者（本要領 16（2）イのみなし優先交

渉権者の場合も含む）が遂行すべき業務内容、電力買取り代金の支払い方法及び損害賠償等を

定める。 

ウ 事業契約に係る契約書作成費用 

  事業契約書の検討に係る事業者側の弁護士費用及び印紙代等、事業契約書の作成等に要する

費用は、事業者の負担とする。 

エ 契約保証金 

  不要とする。 

 

17 業務の範囲 

本業務の範囲は別紙「仕様書」を基本とするが、市の判断により契約締結時において、優先交渉

権者が企画提案書により行った追加提案等の内容を追加又は変更できることとする。 

また、これにより見積金額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。 

 

18 その他（留意事項） 

⑴ プロポーザル参加表明書及び企画提案書等が以下に該当する場合は、無効となる場合がある。 

ア 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

イ 指定する様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

⑵ 失格となる企画提案者 

ア 提案内容が以下に該当する場合は、失格とする。 

(ｱ) 本要領 13「プレゼンテーション及びヒアリング」で定めるプレゼンテーションに出席し

ない場合 

(ｲ) 企画提案書に虚偽の内容を記載した場合 

イ 企画提案者が以下に該当する場合は、失格とする場合がある。 

(ｱ) 本要領に定める手続き以外の方法により、審査委員又は関係者に本プロポーザルに対す

る援助を直接若しくは間接に求めた場合又は不正な行為をしたと認められる場合 

(ｲ) プレゼンテーション時の説明において、追加資料を提出した場合又は企画提案書の記載

内容以外を説明した場合 

(ｳ) その他審査委員会が不適格と認めた場合 

⑶ 提出書類の記載内容に関する責任は、企画提案者が負うものとする。 

⑷ 著作権等に関する事項 

ア 企画案の著作権は原則として各提案者に帰属する。ただし、採用した提案書等の著作権は市

に帰属する。 

イ 提案者は、市に対し、提案者が企画案を創作したこと並びに第三者の著作権、著作人格権及

びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権をも侵害するものではないことを保証する
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ものとする。 

ウ 企画案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、提案者は、

自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ市に何らかの損害を与えたときは、

その損害を賠償するものとする。 

エ 提出された企画案その他本件企画競争の実施に伴い提出された書類について、富士市情報公

開条例に基づき公開請求があったときは、同条例の定めるところにより公開する場合がある。 

⑸ 書類の作成、提出、プレゼンテーション、ヒアリング等に係る全ての費用は、参加者の負担と

する。 

⑹ 提出された書類の返却はしないものとする。 

⑺ 電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。 

 

19 様式一覧【別紙「様式集」参照】 

提出 様式 No． 書類名称 

任意 様式第１号 質問書 

要 様式第２号 プロポーザル参加表明書 

要 様式第３号 会社概要書 

要 様式第４号 実施体制・役割分担表 

要 様式第５号 類似事業履行実績 

要 様式第６号 企画提案書（正本） 

要 様式第７号 企画提案書（副本） 

任意 様式第８号 プロポーザル参加辞退届 

要 様式第９号 事業実施計画（概要版） 

要 様式第 10号 電気料金単価積算内訳書 

 


